
JP WO2013/065697 A1 2013.5.10

10

(57)【要約】
本発明にかかる収穫時バイオマス量の管理方法は、植物
中の脂肪酸の含有量を測定し、全脂肪酸量に対するリノ
レン酸の割合を取得し、取得したリノレン酸の割合に基
づいて、植物の収穫時バイオマス量を推定する推定工程
を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植物中の脂肪酸の含有量を測定する測定工程、
　測定した全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合を取得する取得工程、
　取得したリノレン酸の割合に基づいて、植物の収穫時バイオマス量を推定する推定工程
を含む、植物の収穫時バイオマス量の管理方法。
【請求項２】
　前記測定工程が、植物の花芽形成の時期又はそれ以前に行われる請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　収穫時バイオマス量が管理される植物の生育が、前記測定工程の前後にわたって維持さ
れている請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記測定工程が、非破壊にて行われる請求項１から３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記測定工程が、前記植物からの反射光または透過光に含まれる近赤外光を分光学的手
法で分析することにより行われる請求項１から４の何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記推定工程で推定した収穫時バイオマス量に基づいて、植物の収穫時バイオマス量を
目標値に近づけるための処置を行う、バイオマス量の調整工程をさらに含んでいる、請求
項１から５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記調整工程は、バイオマス量の調節剤を植物に供給することによって行う請求項６に
記載の方法。
【請求項８】
　前記調節剤がグルタチオンを含む請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記収穫時バイオマス量は、植物の総結実量、又は、収穫時における植物の地上部総バ
イオマス量である請求項１から８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　植物中の脂肪酸の含有量を測定するための測定手段と、
　測定した全脂肪酸に対するリノレン酸の割合を取得する取得手段と、
　算出したリノレン酸の割合に基づいて、植物の収穫時バイオマス量を推定する推定手段
とを備えている、植物の収穫時バイオマス量を管理するシステム。
【請求項１１】
　推定手段により推定された植物の収穫時バイオマス量に基づいて、植物の収穫時バイオ
マス量を目標値に近づけるための処置を診断する診断手段をさらに備えている、請求項１
０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植物中の全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合に基づいて、植物の収穫時バ
イオマス量を管理する方法、及び管理するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　植物は食糧用としてだけではなく、例えば、観賞用、燃料用、又は、紙及び薬品等の工
業材料用等として、人類と深く関わってきた。植物の発芽、成長、及び開花の時期を調整
・判断することは、観賞用の草花、及び食糧用の野菜等の収穫を予測するうえで非常に重
要となる。また、果樹等の収量をコントロールするためには、木が実を多くつける年（生
り年）を予測することが不可欠である。
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【０００３】
　一般に、作物及び果実の収穫量は、気象要因等によって大きく左右されることが経験上
知られている。気象要因と開花・結実量との間には相関が認められており、実際にこの相
関を元に、植物の生育状態に関して様々な予測が行われている。しかし当該予測の精度は
元々充分でないうえに、近年の異常気象に代表される気候変動に十分に対応することがで
きず、植物の生育状態の予測がますます困難となってきている。
【０００４】
　上記の事情から、気象要因等による方法と比較して、植物の結実量等の収穫時バイオマ
ス量を、より直接的に反映できる因子の特定とその利用法の開発とが切望されている。
【０００５】
　本発明者らは、シロイヌナズナの変異体を作成し、小川らの方法（非特許文献１）によ
って活性酸素量を定性的に検出して、野生型よりも活性酸素量の多い個体を選抜した。こ
れらの変異体は、長日かつ低照度条件において野生型より早咲きであり、活性酸素が過剰
になると植物が早咲きの傾向となることをつきとめた。また、当該変異体を解析した結果
、変異体の原因遺伝子はリノレン酸合成酵素であることが判明した（特許文献１）。リノ
レン酸は、植物中に含まれる脂肪酸の一種である。
【０００６】
　また、本発明者らは、植物の開花の制御機構として、従来考えられてきた開花制御遺伝
子による経路とは別に、当該経路を発現させる新規トリガーとして生体膜脂肪酸組成、よ
り具体的には、全脂肪酸に占めるリノレン酸の含有比率、が存在することを明らかにした
。さらに、この知見に基づき、植物の花芽が形成される時期に葉のリノレン酸含有量を測
定することで、例えば、その植物の開花時期を、花芽形成が起こる前から高い精度で予測
することが可能となった（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】日本国特許公報　特許第４０９４９７１号／日本国公開特許公報　特開２
００４－２６４２４５号（２００４年９月２４日出願公開）
【特許文献２】日本国特許公報　特許第４０９５１１２号／日本国公開特許公報　特開２
００８－７０３８４号（２００８年３月２７日出願公開）
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ogawaら2001 Plant and Cell Physiology 42: 286-291（２００１年３
月公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　かねてから、農業分野においては、生産性を早期に把握する技術が切望されている。生
産性を早期に把握することが出来れば、過剰生産及び過少生産等を回避して、収益性をよ
り一層向上させることができる。しかし、特許文献１及び２に記載の方法は何れも、植物
の生育状況の把握、及び開花時期の予測に利用できるものの、植物の生産性自体を把握す
ることはできない。
【００１０】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、植物の収穫時バイオ
マス量を事前に把握して管理する方法、及び管理するシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、植物の収穫時バイオマス量を事前に把握するために利用可能な生物学的
な指標について鋭意検討を行った。その結果、植物中の全脂肪酸量に対するリノレン酸の
割合に基づけば、収穫時バイオマス量を比較的早い段階でかつ高精度で把握することがで
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き、上記指標として好適であることを見出した。
【００１２】
　すなわち、上記の課題を解決するために、本発明にかかる方法は、植物中の脂肪酸の含
有量を測定する測定工程、測定した全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合を取得する取得
工程、取得したリノレン酸の割合に基づいて、植物の収穫時バイオマス量を推定する推定
工程を含む、植物の収穫時バイオマス量の管理方法である。
また、本発明にかかるシステムは、植物中の脂肪酸の含有量を測定するための測定手段と
、測定した全脂肪酸に対するリノレン酸の割合を取得する取得手段と、算出したリノレン
酸の割合に基づいて、植物の収穫時バイオマス量を推定する推定手段とを備えている、植
物の収穫時バイオマス量を管理するシステムである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、植物の収穫時バイオマス量を事前に把握して当該収穫時バイオマス量
を管理する方法、及びシステムが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態にかかる管理システムの概略ブロック図である。
【図２】近赤外光領域における水の吸収スペクトル、及びその二次微分処理後の波形を示
すグラフである。
【図３】リノレン酸由来のピーク領域と水由来のピーク領域を比較したグラフである。
【図４】近赤外光領域におけるミカン樹葉の吸収スペクトルを示すグラフである。
【図５】近赤外光領域におけるミカン樹葉の吸収スペクトルの二次微分処理後の波形を示
すグラフである。
【図６】近赤外光領域におけるミカン樹葉の脂肪酸の吸光ピークを示す図である。
【図７】リノレン酸含有量の異なるシロイヌナズナに含まれる脂肪酸量をガスクロマトグ
ラフィーにより分析した結果を示すグラフである。
【図８】３種の針葉樹における脂肪酸由来の吸光ピークを示す図である。
【図９】シロイヌナズナに対するグルタチオンの施用効果を示すグラフである。
【図１０】ミカンにおけるリノレン酸の含有割合と着花数との関係を示す図である。
【図１１】グイマツにおけるリノレン酸の含有割合と結実球果量との関係を示す図である
。
【図１２】グイマツにおけるリノレン酸の含有割合と雄花／雌花割合との関係を示す図で
ある。
【図１３】近赤外光領域における、リノレン酸含有量の異なるシロイヌナズナの葉の吸収
スペクトルの二次微分処理後の波形を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　〔１．　植物の収穫時バイオマス量の管理方法〕
　（管理方法の概要）
　本発明にかかる植物の収穫時バイオマス量の管理方法は、植物中の脂肪酸の含有量を測
定する測定工程、測定した全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合を取得する取得工程、取
得したリノレン酸の割合に基づいて、植物の収穫時バイオマス量を推定する推定工程を含
む方法である。
【００１６】
　上記の管理方法は、必要に応じてさらに、上記推定工程の後に、推定工程で推定した収
穫時バイオマス量と、目標とする収穫時バイオマス量（収穫時バイオマス量の目標値）と
を比較して、植物の収穫時バイオマス量を調整する必要があるか否かを判定する判定工程
を含んでいてもよい。
【００１７】
　上記の管理方法は、必要に応じてさらに、上記推定工程で推定した収穫時バイオマス量
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に基づいて、植物の収穫時バイオマス量を目標値に近づけるための処置を行うバイオマス
量の調整工程を含んでいてもよい。調整工程の一例は、推定工程及び判定工程を行った後
も植物を利用する時期になるまで当該植物を継続して生育させつつ、植物中のグルタチオ
ン濃度、特に当該濃度の日周変動のパターンを変更させる工程である。植物中のグルタチ
オン濃度を変更することにより、植物の収穫時バイオマス量を調整する。調整工程の他の
例は、判定工程の後に植物の生育を中止して植物の過剰生産を防ぐ工程である。以下、本
発明にかかる各種工程等をより詳細に説明する。
【００１８】
　（測定工程）
　上記測定工程は、植物中の脂肪酸の含有量を測定する工程である。脂肪酸の含有量の測
定は、破壊的方法、又は非破壊的方法で行われる。そして測定した各種脂肪酸の含有量か
ら、植物中の全脂肪酸の含有量を得る。
【００１９】
　破壊的方法による測定とは、測定対象たる植物からサンプル（植物体の一部）を採取し
、当該サンプル中に含まれる脂肪酸の含有量を好ましくは直接的に測定する方法である。
脂肪酸の含有量は、例えば、ガスクロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィー、酸－塩
基滴定法等の理化学的定量法により測定可能であり、中でもガスクロマトグラフィーが好
ましい（特許文献１及び２の記載も参照される）。破壊的方法による脂肪酸の含有量の測
定は、直接的な分析ができるという利点がある。
【００２０】
　非破壊的方法による測定とは、測定対象たる植物を破壊することなく（サンプルの採取
が必須ではなく）、当該植物中に含まれる脂肪酸の含有量を測定する方法である。脂肪酸
の含有量は、例えば、近赤外光分析により測定可能である。非破壊的方法による測定は、
破壊的方法による測定と比較して、分析試料（サンプル）の調製及び解析に、専門的な知
識及び機器の必要性が比較的低く、かつ比較的短時間で分析結果が得られる。また、分析
対象となる植物試料の採取時（サンプル切除）による傷害ストレス等によって試料が変質
している虞もない。さらに、非破壊的方法によれば、サンプル採取が必須ではないから、
同一の対象植物の経時的な定点観測ができるという利点もある。
【００２１】
　以下、非破壊的方法としての近赤外光分析の一例を具体的に説明する。本発明に適用さ
れる近赤外光分析による非破壊測定法は、植物中の脂肪酸の含有量を非破壊で測定する方
法であって、当該植物からの反射光のうち、波長が１．２５０μｍ以上で２．６００μｍ
以下の範囲内の波長帯に属する近赤外光の少なくとも一部を分光学的手法により分析する
工程を含む方法である。この方法は、植物の表面で自然光が反射又は吸収されるという現
象を利用して行うこともできるため、上空（例えば、飛行機又は人工衛星等）からでも実
施可能という利点がある。また、植物に照射された光が植物を透過する際にも、特定波長
の光が吸収されるという現象を利用して、植物からの透過光のうち、波長が１．２５０μ
ｍ以上で２．６００μｍ以下の範囲内の波長帯に属する近赤外光の少なくとも一部を分光
学的手法により分析してもよい。なお、以下の説明では主に植物からの反射光の利用につ
いて記載するが、使用可能なピーク波長等は反射光を利用する場合と透過光を利用する場
合とで同じである。
【００２２】
　本発明者らは、植物からの反射光のうち波長が１．２５０μｍ以上で２．６００μｍ以
下の範囲内の近赤外光領域における吸収スペクトルを分光学的手法により詳細に分析した
結果、この領域に、水による吸収の影響を実質的に受けず、かつ脂肪酸に特徴的なピーク
が存在していることを初めて見出した。そして、このピークを解析することで、植物を破
壊することなく含有脂肪酸量、及び、全脂肪酸に占めるリノレン酸量の含有割合を測定可
能となることを示した。ここで、吸収スペクトルとは、植物に照射された光の波長（照射
光波長）と吸光強度との関係を示すものである。なお、脂肪酸に特徴的なピークのうちで
水による吸収の影響を受けるものも、植物を破壊することなく含有脂肪酸量、及び、全脂
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肪酸に占めるリノレン酸量の含有割合の決定に使うことが出来る。但し、水（例えば、大
気中の水蒸気）による吸収の影響を受けるピークは、植物に近接した状態で植物からの透
過光を利用する形態において用いることが好ましい。
【００２３】
　ここで「分光学的手法による分析」とは、植物による吸光を分析するため、当該植物か
らの反射光のうち、波長が１．２５０μｍ以上で２．６００μｍ以下の範囲内の波長帯に
属する近赤外光の少なくとも一部を分光分析して吸収スペクトルを得ること、すなわち近
赤外分光法による分析を行うことを指す。なお、上記の通り植物からの透過光のうち、上
記波長帯に属する近赤外光の少なくとも一部を分光分析して吸収スペクトルを得てもよい
。
【００２４】
　植物からの反射光又は透過光を取得するために照射する光は、自然光を用いてもよく、
波長が１．２５０μｍ以上で２．６００μｍ以下の範囲内の波長帯に属する近赤外光を含
んだ人工光を用いてもよい。分析対象となる、１．２５０μｍ以上で２．６００μｍ以下
の範囲内の波長帯に属する近赤外光は、生体（植物体）透過性に優れるため、比較的厚み
のある植物体からでも有意義な情報を取得することができる。なお、測定の精度を向上さ
せるという観点、又は如何なる環境下（例えば暗黒条件）でも測定を行うことができると
いう観点では、人工光を用いることが好ましい。
【００２５】
　なお、分光学的手法によって得られた吸収スペクトルに二次微分処理を行うことによっ
て、サンプル中に含まれる脂肪酸をより明瞭に解析することが可能になるが、目的によっ
ては分光によって得られた吸収スペクトルを直接的に比較解析してもよい。なお、二次微
分処理よって得られる二次微分波形やピークの位置は、測定対象に含まれる物質の量、組
成や微分条件等によって変化しうるが、それぞれに好適な条件を選択して使用することが
できる。二次微分処理の方法は特に限定されないが、例えばSavitzky-Golay法を用いるこ
とができる。
【００２６】
　また、植物に含まれる水分の影響を実質的に除去する目的では、波長１．２５０μｍ以
上で１．３４０μｍ以下の範囲内、波長１．３５５μｍ以上で１．３９０μｍ以下の範囲
内、波長１．５００μｍ以上で１．７５０μｍ以下の範囲内、波長１．８１０μｍ以上で
１．８８０μｍ以下の範囲内、波長２．０１０μｍ以上で２．３８０μｍ以下の範囲内か
らなる群より選択される少なくとも一つの波長帯（波長帯Ａ）に属する照射光に係る吸収
スペクトルの少なくとも一部を使用することが好ましく、波長１．５００μｍ以上で１．
７５０μｍ以下の範囲内、又は波長２．０１０μｍ以上で２．３８０μｍ以下の範囲内の
波長帯に属する照射光に係る吸収スペクトルの少なくとも一部を使用することがより好ま
しい。さらには、波長１．６９０μｍ以上で１．７４０μｍ以下の範囲内の波長帯に属す
る照射光に係る吸収スペクトルの少なくとも一部を使用することがさらに好ましい。
【００２７】
　全脂肪酸量の測定には、上記水の影響を排除できる波長領域内（波長帯Ａ）に含まれる
吸光ピークのうち、脂肪酸由来の吸光ピークを用いることが好ましい。より詳細には、帰
属波長１．２９４μｍ、１．７１２μｍ、１．７２８μｍ、２．０６１μｍ、２．１７５
μｍ、２．２７０μｍ、２．３０８μｍ、２．３４２μｍ、２．３７６μｍを含む９つの
吸光ピークの少なくとも一部を用いることがより好ましく、これら吸光ピークの全部を用
いることが特に好ましい。
【００２８】
　上記吸収スペクトルを得る方法は特に限定されないが、後述するリノレン酸等の脂肪酸
に由来する微細なピークを確実に取得する観点では、近赤外光のスキャン方式としてＡＯ
ＴＦ（音響光学可変波長フィルタ）方式を採用し、計測する波長間隔（measurement　sli
t　width）を２ｎｍ以下、好ましくは０．５ｎｍ以上で１．５ｎｍ以下、より好ましくは
０．８ｎｍ以上で１．２ｎｍ以下とする。また、屋外での観測が容易という観点では、分
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光分析に用いる分光機器は持ち運びが可能なサイズと形状とを有していることが好ましい
。なお、上記近赤外分光法を実施する際の、対象となる植物と分光機器との距離は分光分
析が可能な程度であれば特に限定されない。
【００２９】
　上記近赤外分光による解析を実施するために必要な検量線の作製は公知の方法に準じて
行うことができる。すなわち、リノレン酸、リノール酸等の脂肪酸、又は水等の標準サン
プルを用いて近赤外分光法による分析を行い、検量線を作成することができる。一例とし
ては、まず標準となるサンプルをガスクロマトグラフで解析・定量しておき、次に、同サ
ンプルに対して近赤外分光分析を行う。また、植物に含まれる主要脂肪酸のピークリスト
を作製し、その中から好ましくは水の影響を受けない吸光ピークを選んでおく。これらの
吸光強度を重回帰分析の手法で解析して、ガスクロマトグラフの分析データと照合するこ
とで、全脂肪酸量を推定することができる。すなわち、帰属波長が１．２９４μｍ、１．
７１２μｍ、１．７２８μｍ、２．０６１μｍ、２．１７５μｍ、２．２７０μｍ、２．
３０８μｍ、２．３４２μｍ、２．３７６μｍ（水の影響を受けない脂肪酸由来の吸光ピ
ーク）の全て、又はその一部の吸光ピークを用いることで全脂肪酸量を定量解析すること
が好ましい。ここでの帰属波長とは、吸光ピーク波長の中央値付近を特定した数値を指す
。帰属波長の使用には±０．００１μｍ、より好ましくは０．０００５μｍの誤差を考慮
に入れることが望ましい。
【００３０】
　また、脂肪酸として植物内に含まれるリノレン酸を解析する場合、１．３５０μｍ以上
で１．４２０μｍ以下の範囲内、１．６９０μｍ以上で１．７４０μｍ以下の範囲内、１
．７５０μｍ以上で１．７８５μｍ以下の範囲内、１．９０５μｍ以上で１．９２０μｍ
以下の範囲内、１．９４０μｍ以上で１．９５０μｍ以下の範囲内、２．１５０μｍ以上
で２．１８０μｍ以下の範囲内、２．１９０μｍ以上で２．２２０μｍ以下の範囲内、２
．２９０μｍ以上で２．３１０μｍ以下の範囲内、２．３３０μｍ以上で２．３５０μｍ
以下の範囲内、２．３７０μｍ以上で２．４００μｍ以下の範囲内からなる群より選択さ
れる少なくとも一つの波長帯（波長帯Ｂ）に属する照射光に係る吸収スペクトルの少なく
とも一部を使用することができる。また、リノレン酸含有量を測定するためには、水の影
響を受けないリノレン酸に固有のピークである帰属波長１．７１２μｍ、２．１７５μｍ
を含む２つの吸光ピークの両者又はいずれか一方を用いることが最も好適である。ここで
の帰属波長とは、吸光ピーク波長の中央値付近を特定した数値を指す。帰属波長の使用に
は±０．００１μｍ、より好ましくは０．０００５μｍの誤差を考慮に入れることが望ま
しい。
【００３１】
　また、上記の測定工程を行う時期は特に限定されないが、収穫時バイオマス量をよりよ
く反映しうる全脂肪酸量／リノレン酸量を得るという観点では、植物の花芽形成の時期又
はそれ以前の花芽形成に影響する時期（花芽形成前準備期と称する）を含めて行われるこ
とが好ましく、より精度の高い管理を目指すという観点からは、花芽形成前準備期が含ま
れるように行うことがより好ましい。特に植物の収穫時バイオマス量として、総結実量（
乾燥重量）、又は、収穫時における植物の地上部総バイオマス量（乾燥重量）を利用する
場合は、測定工程は、植物の花芽形成の時期又は花芽形成前準備期が含まれるように行う
ことが好ましい。
【００３２】
　なお、測定工程を花芽形成の時期以前に行う場合は、測定対象とする植物の特性に応じ
て、花芽形成前準備期の特定を行えばよい。例えば、対象とする植物について、花芽形成
前準備期が何時頃であるか凡そ知られている場合は、知られた情報に従って測定工程を実
施すればよいし、或いは、花芽形成準備期とその前後の期間とで、全脂肪酸量に対するリ
ノレン酸の割合が特徴的な変化のパターンを示すという現象を利用し、本発明における測
定工程及び取得工程を経時的に行って花芽形成準備期を容易に特定することもできる。
【００３３】
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　また、植物の花芽形成の時期は、植物種に応じて凡そ知られているため、当業者であれ
ば適宜決定することが出来るが、上記花芽形成準備期を特定する場合と同様に、本発明に
おける測定工程及び取得工程を経時的に行いリノレン酸の割合を観察することでも容易に
特定することができる。或いは、花芽形成の時期の決定は、例えば、植物の外観的特徴の
観察により、又は花芽形成に関与する遺伝子（例えば、LEAFY遺伝子及びその相同遺伝子
等）の発現量等を指標にして行えばよい。例えば、植物としてマツを例に取ると、花芽形
成の季節におけるLEAFYの相同遺伝子の発現量の増減、又は外観的特徴の観察により、花
芽形成の時期を決定又は予想して測定工程を行う。マツの花芽形成の時期は前年であるこ
とが知られているが、花芽形成準備期がさらにその前年であることが、測定工程及び取得
工程で得られたリノレン酸の割合から推定され、結果的に、本発明を２年後のシーズンの
マツの収穫時バイオマス量の把握（予測）に用いることができる。
【００３４】
　また、測定工程は、一点観測で行ってもよいが、多点観測で行うことがより好ましい。
なお、多点観測とは、破壊的測定の場合は、同一の植物体における異なる場所を対象とし
て測定工程を同時期又は異なる時期に行うことを指し、非破壊的測定の場合は、同一の植
物体における同一又は異なる場所を対象として測定工程を同時期又は異なる時期に行うこ
とを指す。測定工程を異なる時期に行う場合は、測定の何れもが花芽形成の時期又は花芽
形成準備期を含むように行われることが好ましい。なお、一点観測及び多点観測は、実質
的に同一の環境に生育している複数の同種の植物を対照として比較を行ってもよい。
【００３５】
　（取得工程）
　上記取得工程は、測定工程で測定した全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合を取得する
工程である。リノレン酸を含んだ全脂肪酸量の測定値、及びリノレン酸のみの脂肪酸量の
測定値は、上記の測定工程を行うことでそれぞれ得られる。取得工程では、例えば、リノ
レン酸のみの脂肪酸量の測定値を、リノレン酸を含んだ全脂肪酸量の測定値で除して、全
脂肪酸量に対するリノレン酸の含有割合（例えば、重量ベースの含有割合（単位％））が
取得される。例えば、脂肪酸量の測定を上記した近赤外光分析で行う場合は、リノレン酸
量を反映したピーク面積を、全脂肪酸量を反映したピーク面積で除することで、全脂肪酸
量に対するリノレン酸の割合が取得される。なお、植物における全脂肪酸量に対するリノ
レン酸の割合を、「リノレン酸／全脂肪酸」割合と称する場合がある。
【００３６】
　（推定工程）
　上記推定工程は、リノレン酸の割合に基づいて、植物の収穫時バイオマス量を推定する
工程である。植物では種類を問わず、「リノレン酸／全脂肪酸」割合が高くなるほど、収
穫時総バイオマス量が低くなる傾向がある。推定工程では、取得工程で取得した「リノレ
ン酸／全脂肪酸」割合を推定用の基準値と比較し、当該比較の結果に基づいて、植物の収
穫時バイオマス量を推定する。なお、以下の説明では、推定工程で得られた収穫時バイオ
マス量の推定値を、「収穫時バイオマス推定量」と称する。
【００３７】
　上記推定を行うための基準（推定用の基準値）は、上記測定工程を行う前に予め準備し
ておくことができる。推定用の基準値を準備する一例では、収穫時バイオマス量の推定対
象となる植物と同種の植物（基準植物と称する）における「リノレン酸／全脂肪酸」割合
と収穫時バイオマス量（実測値）との関係を複数組セットにして予め取得しておく（基準
値準備工程）。この基準値は、異なる「リノレン酸／全脂肪酸」割合であれば、その相違
に応じて収穫時バイオマス量も変動する事を示す情報を含むことが望ましいため、基準植
物としては、例えば成育環境が異なる等の事情で、収穫時バイオマス量が異なることが想
定される複数の同種の植物を用いて、「リノレン酸／全脂肪酸」割合及び収穫時バイオマ
ス量（実測値）の取得を、複数の植物間でそれぞれ同時期に行う。一方、収穫時バイオマ
ス量の推定対象となる植物が多年生の植物の場合は、基準植物として同一の植物体（推定
の対象となる植物個体そのものでもよい）を用いて、複数年にわたり同時期（異なる年の
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同シーズン）に、「リノレン酸／全脂肪酸」割合と収穫時バイオマス量（実測値）との関
係をセットにして予め取得をしておくこともできる。この基準値は、好ましくは、「リノ
レン酸／全脂肪酸」割合と収穫時バイオマス量との関係を複数プロットで示す二次元散布
図であり、より好ましくは二次元散布図上の複数プロットから算出した、「リノレン酸／
全脂肪酸」割合と収穫時バイオマス量との関係を示す回帰直線である。なお、重回帰分析
等で、他のファクターを加味した回帰分析で予測の精度はさらに上げることが可能である
。
【００３８】
　そして、取得工程で取得した「リノレン酸／全脂肪酸」割合を、上記二次元散布図又は
回帰直線等に当てはめて当該「リノレン酸／全脂肪酸」割合に対応する収穫時バイオマス
量を算出することで、植物の収穫時バイオマス推定量が得られる。
【００３９】
　なお、基準値準備工程において、「リノレン酸／全脂肪酸」割合は、上記測定工程及び
取得工程と同様の方法で得ることができる。また、「収穫時バイオマス量（実測値）」は
、「リノレン酸／全脂肪酸」割合を取得したタイミングから所定の期間が経過した後に、
収穫物の重量（好ましくは乾燥重量）測定を行うことで得ることができる。なお、所定の
期間とは、取得された「リノレン酸／全脂肪酸」割合が、収穫時のバイオマス量に実質的
な影響を及ぼす収穫までの期間を指す。より具体的には、植物が一年生草本の場合には、
所定の期間とは、「リノレン酸／全脂肪酸」割合を取得してから収穫時までの期間を指す
。植物が多年生の場合には、所定の期間は、植物の種類に応じて決定される。例えば、マ
ツの種子の場合は、所定の期間とは、「リノレン酸／全脂肪酸」割合を取得した次の年、
及び２年後のシーズンの種子の収穫時までの期間を指す。
【００４０】
　（判定工程）
　上記の判定工程は、推定工程で得た収穫時バイオマス推定量と、目標とする収穫時バイ
オマス量（収穫時バイオマス量の目標値）とを比較して、植物の収穫時バイオマス量を調
整する必要があるか否かを判定する工程である。
【００４１】
　収穫時バイオマス量の目標値は、例えば農林業の生産計画等に応じて適宜設定される。
また、植物の収穫時バイオマス量を調整する必要があるか否かは、当該目標値と、収穫時
バイオマス推定量との乖離が、任意に定められる許容範囲内であるか否かに基づいて決定
される。
【００４２】
　判定の一例を挙げると、収穫時バイオマス推定量が、１）目標値±Ａ％以内（Ａは任意
に設定される数）であればバイオマス量の調整は不要と判定し、２）目標値＋Ａ％を超え
て乖離していればバイオマス量を低下させる方向に調整が必要と判定し、３）目標値－Ａ
％を超えて乖離していればバイオマス量を向上させる方向に調整が必要と判定する、とい
う選択肢が含まれる。なお、バイオマス量を調整するための処置（調整工程）の詳細につ
いては後述する。
【００４３】
　（バイオマス量の調整工程の一例：植物中のグルタチオン濃度を変更させる工程）
　本発明に係る収穫時バイオマス量の管理方法では、上記判定工程以降であって、かつ植
物を利用する時期よりも前に、必要に応じて、収穫時バイオマス推定量に基づいて、植物
の収穫時バイオマス量を目標値に近づけるための処置を行う、バイオマス量の調整工程を
含んでいてもよい。調整工程の一例は、推定工程及び判定工程を行った後も植物を利用す
る時期になるまで当該植物を継続して生育させつつ、植物中のグルタチオン濃度、特に当
該濃度の日周変動のパターンを変更させる工程である。
【００４４】
　なお、収穫時バイオマス量をより効率的に調整する観点では、本工程は、上記判定工程
以降であって、かつ植物の花芽形成の時期又はそれ以前に行われることが好ましく、花芽
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形成の時期以前を含むことがより好ましい。なお、本工程を花芽形成の時期以前に行う場
合は、花芽形成に影響を及ぼす時期（花芽形成前準備期）に行うことがより好ましい。特
に安定生産を望む場合には、事前に調整工程に用いられるような方法で処理を行い、経時
的に推定工程と判定工程とを行うことで、結果的に生産性の向上を図ることができる。
【００４５】
　植物中のグルタチオン濃度を変更する方法は特に限定されないが、グルタチオンの合成
又は分解代謝に関与するポリヌクレオチドを植物中に導入する方法、及び、植物中のグル
タチオン量に影響を与えるバイオマス量の調節剤（前出のポリヌクレオチド以外の化合物
）を植物に供給する方法等が挙げられ、中でもバイオマス量の調節剤を植物に供給する方
法がより好ましい。
【００４６】
　グルタチオンの合成又は分解代謝に関与するポリヌクレオチドとしては、具体的には例
えば、γ－グルタミルシステインシンセターゼをコードするポリヌクレオチド（以下、「
ＧＳＨ１遺伝子」という。）、グルタチオン結合性プラスチド型フルクトース－１，６－
ビスリン酸アルドラーゼをコードするポリヌクレオチド（以下、「ＦＢＡ遺伝子」という
。）を好ましく例示できる。これら遺伝子は過剰発現させることで、植物中のグルタチオ
ン濃度を向上させるものである。なお、これら遺伝子の発現を抑制するアンチセンスＲＮ
Ａ、ｓｉＲＮＡ等の各種ポリヌクレオチドも、グルタチオンの合成又は分解代謝に関与す
るポリヌクレオチドの他の例として挙げられる。
【００４７】
　ＧＳＨ１遺伝子の具体例としては特に限定されないが、例えば、ヒャクニチソウ（Genb
ank accession: AB158510）、イネ（Genbank accession: AJ508915）、タバコ（Genbank 
accession: DQ444219）等が知られており、これらも本発明に好適に用いることができる
。これらの遺伝子の翻訳産物も、シロイヌナズナと同様にＮ末端領域に葉緑体移行シグナ
ルペプチドを有している。
【００４８】
　植物中のグルタチオン量に影響を与えるバイオマス量の調節剤としては、具体的には例
えば、グルタチオン、グルタチオン抱合体、活性酸素（例えば過酸化水素等）、活性窒素
、ポリアミン、酸化チタン、ジャスモン酸、サリチル酸、システイン、シスチン、重金属
カドミウム、鉄イオンが例示できる。これらの調節剤は何れも、植物に接触させることで
植物に吸収させることができ、かつ植物中のグルタチオン濃度を向上させる。なお、ポリ
アミンは過酸化水素の原料となる。酸化チタンは光によって活性酸素を生成する。システ
イン、シスチンはグルタチオンの前駆体である。重金属カドミウム、鉄イオンについては
、過剰投与することが好ましい。また、ここに例示した物質の中ではグルタチオンが好ま
しい。また、グルタチオンには、還元型グルタチオン（以下、「ＧＳＨ」という。）及び
酸化型グルタチオン（以下、「ＧＳＳＧ」）があるが、物質安定性のよいＧＳＳＧである
ことがより好ましい。
【００４９】
　上記工程を行うことで植物中のグルタチオン濃度の日周変動を最適値（目標値）に向け
て低下させれば、未処置の場合と比較して収穫時バイオマス量は抑制され、植物中のグル
タチオン濃度の日周変動を最適値（目標値）に向けて向上させれば、未処置の場合と比較
して収穫時バイオマス量は向上する。したがって、植物の収穫時バイオマス量を適切に管
理することができる。なお、植物中のグルタチオン濃度を変更させる工程については、参
考文献：国際公開ＷＯ２００９／０６３８０６の記載も参照される。
【００５０】
　（バイオマス量の調整工程の他の例）
　本発明に係る収穫時バイオマス量の管理方法では、上記判定工程の後に植物を利用に供
することなくその生育を中止する工程をさらに含んでいてもよい。植物の生育を早期に中
止すれば、過剰生産の防止に加えて、生育の継続に要する労力及びコストを削減できると
いう利点もある。さらに、植物の生育を中止して他の植物に植え替えれば、耕作面積の利
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用の最適化に結びつけることができる。
【００５１】
　（植物を利用する工程）
　本発明にかかる収穫時バイオマス量の管理方法では、植物は、収穫時のバイオマス量が
適切となるように管理及び生育される。生育された植物は、最終的には利用に供される。
ここで、植物を利用に供するとは、植物を収穫して所定の目的に利用すること、及び、植
物を収穫せずに利用することを指す。
【００５２】
　（本発明にかかる管理方法が適用される植物）
　本発明にかかる管理方法が適用される植物の種類は特に限定されず、野生植物のみなら
ず栽培植物も対象となるが、収穫時バイオマス量を管理するという目的から好ましくは栽
培植物である。
【００５３】
　また、特に限定されないが、上記植物は、地上部が利用される植物であることが好まし
く、地上部が利用される植物の中でも果実又は種子が利用される植物であることがより好
ましい。地上部が利用される植物としては、具体的には例えば、トマト、ピーマン、ナス
、キャベツ、レタス、春菊、ニラ等の野菜類；稲、大麦、小麦、ライ麦、エダマメ、ダイ
ズ、アズキ、トウモロコシ等の穀類及び豆類；ミカン（柑橘類）、リンゴ、ナシ、クリ、
ブドウ、モモ等の果樹類；スギ、ヒノキ、ヒバ、ユーカリ、アカシア、ポプラ等のパルプ
・材木用の樹木類；ラベンダー、胡蝶蘭、橘等の観賞用花卉・樹木(園芸品種)；ナタネ、
ヒマワリ、ゴムノキ、牧草、カンゾウ、ヤトロファ、パームヤシ、サトウキビ等の前記以
外の有用植物；等が挙げられる。
【００５４】
　また、特に限定されないが、本発明に係る方法によらずに収穫時バイオマス量の予測及
び管理をすることがより困難であるという観点で、上記植物は多年生（二年生を含む）の
草本又は木本であることが好ましく、木本であることがより好ましい。
【００５５】
　なお、上記植物には、自然環境下又は人工環境下で生育している植物が何れも含まれる
。ここで人工環境下とは、具体的には例えば、温室等の屋内での植物栽培、水耕法での植
物栽培、屋外での田畑での植物栽培、果樹園での植物栽培、等が挙げられる。また、自然
環境下とは、具体的には例えば、平地、山地、丘陵地、河川、湖沼、海、等の生育環境が
挙げられる。
【００５６】
　（収穫時バイオマス量）
　本発明において植物の収穫時バイオマス量とは、植物を利用する段階における当該植物
のバイオマス量(乾燥重量)を指す。植物を利用する段階とは、収穫して利用される植物の
場合は収穫時を指し、収穫せずに利用される植物の場合は当該利用の時を指す。収穫時バ
イオマス量は、当該植物の収穫時の総バイオマス量であってもよいが、地上部を利用する
植物、特に果実又は種子を利用する植物の場合は、総結実量（乾燥重量）、又は、収穫時
における植物の地上部総バイオマス量（乾燥重量）であることが好ましい。なお、植物体
全体或いは植物体の地上部の充実度合いと総結実量との間には、比較的に相関関係が見ら
れるため、総結実量と収穫時における植物の地上部総バイオマス量とは比較的に相関する
。
【００５７】
　（本発明にかかる効果の一例）
　本発明にかかる管理方法によれば、バイオマスの生産性（種子収量を含む。）が管理で
きるようになる。この管理方法を、特に広域での植物生産管理に活用すれば、生産量の好
適化及び流通の好適化にも寄与し、省コスト及び省エネルギー化による低炭素社会の構築
にも寄与する。また、農作物の生産量管理を広域に対して行うことで、生産量、流通量を
管理する技術としての運用が可能となる。
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【００５８】
　管理する生産体制が大規模化するに従い、本発明にかかる管理方法を採用する利点が大
きくなる。例えば、本発明にかかる管理方法は、植物の生育性を改善するだけでなく、生
育の早い段階で植物の生産性が明らかとなる（早期の生産予測）。その結果、生産体制全
体での過剰生産を抑制し、過剰生産と判明した場合には面積の一部を他の作物へ早期に転
換できる等の利点がある。よって、本発明にかかる管理方法は、生産システムとしての収
益性を最適化するＩＴ（Information Technology）農業システムに採用可能である。
【００５９】
　〔２．　植物の収穫時バイオマス量の管理システム〕
　以下、上記した植物の収穫時バイオマス量の管理方法を実行するシステムの一例につい
て、図１に基づき具体的に説明する。
【００６０】
　図１に示すように、管理システム１０は、植物中の脂肪酸の含有量を測定する測定手段
１、全脂肪酸に対するリノレン酸の含有割合を取得する取得手段２、及び、推定・診断手
段３、を少なくとも備えて構成される。管理システム１０はさらに、表示手段４、及び記
憶手段５を備える。なお、取得手段２、推定・診断手段３、表示手段４、及び記憶手段５
は、それぞれコンピュータ６の一部構成である。なお、推定・診断手段３は、植物の収穫
時バイオマス量を推定する推定手段、及び、推定手段により推定された植物の収穫時バイ
オマス量に基づいて、植物の収穫時バイオマス量を目標値に近づけるための処置を診断す
る診断手段の役割を有している。
【００６１】
　測定手段１は、上記〔１．植物の収穫時バイオマス量の管理方法〕の欄において記載し
た測定工程を実行する測定装置に相当する。すなわち、測定手段１とは、具体的には例え
ば、ガスクロマトグラフ装置、薄層クロマトグラフ装置（破壊的測定の場合）、近赤外光
分光分析装置（非破壊的測定の場合）、ハイパースペクトルカメラ（非破壊的測定の場合
）等が挙げられる。測定手段１は、記憶手段５に対して、植物中の脂肪酸の含有量に関す
る測定データを出力する。
【００６２】
　記憶手段５は、測定手段１により出力された、植物中の脂肪酸の含有量に関する測定デ
ータを記憶する。記憶手段５は、また、上記〔１．植物の収穫時バイオマス量の管理方法
〕の欄において記載した推定工程で用いる推定用の基準値を記憶する。
【００６３】
　取得手段２は、上記〔１．植物の収穫時バイオマス量の管理方法〕の欄において記載し
た取得工程を実行する。より具体的には、取得手段２は、植物中の各種脂肪酸の含有量の
測定データを記憶手段５から取り出し、当該測定データから植物中の全脂肪酸含有量の測
定値とリノレン酸含有量の測定値とを抽出する。取得手段２はさらに、リノレン酸含有量
の測定値を、リノレン酸を含んだ全脂肪酸含有量の測定値で除して、全脂肪酸量に対する
リノレン酸の含有割合（例えば、重量ベースの含有割合）を取得する。得られた全脂肪酸
量に対するリノレン酸の含有割合は、取得手段２から推定・診断手段３に出力される。
【００６４】
　推定・診断手段３は、上記〔１．植物の収穫時バイオマス量の管理方法〕の欄において
記載した推定工程、及び判定工程を実行し、さらに調整工程を実行する際に採用される処
置の診断を行う。より具体的には、推定・診断手段３は、記憶手段５から取り出した推定
用の基準値と、取得手段２から出力された全脂肪酸量に対するリノレン酸の含有割合とを
比較し、当該比較の結果に基づいて、植物の収穫時バイオマス量を推定する（推定工程の
実行）。推定・診断手段３はさらに、推定工程で推定した収穫時バイオマス量と、目標と
する収穫時バイオマス量（目標値）とを比較して、植物の収穫時バイオマス量を調整する
必要があるか否かを判定する（判定工程の実行）。ここで、植物の収穫時バイオマス量を
調整する必要があると判定された場合、推定・診断手段３はさらに、記憶手段５中に格納
された、調整工程を行うための様々な処置の候補の中から、植物の収穫時バイオマス量を
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目標値に近づけるための処置を診断して（診断工程の実行）抽出する。推定・診断手段３
は、「推定した収穫時バイオマス量（収穫時バイオマス推定量）」、「収穫時バイオマス
量の調整要否の判断結果」、「収穫時バイオマス量を目標値に近づけるために抽出された
処置の詳細、診断結果の詳細」等の、様々な処理結果を、表示手段４に対して出力する。
【００６５】
　なお、「植物の収穫時バイオマス量を目標値に近づけるための処置を診断する（或いは
評価する）」とは、収穫時バイオマス推定量と収穫時バイオマス量の目標値との乖離の程
度に応じて、複数の処置の候補それぞれの適否を診断すること、複数の処置の候補の中か
らより好適なものを抽出すること、或いは、抽出された処置を実行した場合に収穫時バイ
オマス量がどのように変化する（改善する）かシミュレーションをすること、等が含まれ
る。
【００６６】
　そして、これらの診断は、収穫時バイオマス量に影響を与える様々な処置を植物に対し
て実行した場合の収穫時バイオマス量の変化の実測データと各処置とを関連付けて記憶手
段５に格納しておくことにより、より一層高精度で実行できるようになる。
【００６７】
　表示手段４は、コンピュータ６に備えられた表示装置である。表示手段４は具体的には
例えば、液晶モニター等である。表示手段４は、推定・診断手段３から出力された処理結
果を、管理システム１０の操作者が認識可能な形式で表示する。
【００６８】
　なお、管理システム１０を構成する取得手段２及び推定・診断手段３の各ブロックは、
ハードウェアロジックによって構成してもよいし、次のようにＣＰＵを用いてソフトウェ
アによって実現してもよい。
【００６９】
　すなわち、管理システム１０は、取得手段２及び推定・診断手段３の各機能を実現する
制御プログラムの命令を実行するＣＰＵ（central processing unit）、上記プログラム
を格納したＲＯＭ（read only memory）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（random acc
ess memory）、上記プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒
体）などを備えている。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェア
である管理システム１０の制御プログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中
間コードプログラム、ソースプログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録
媒体を、上記管理システム１０に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）６
が記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成
可能である。
【００７０】
　上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む
）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ（登録商
標）／フラッシュＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用いることができる。
【００７１】
　また、管理システム１０を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラムコー
ドを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に限
定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、ＩＳ
ＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（virtual private network）、電話回線網
、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝
送媒体としては、特に限定されず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケ
ーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外
線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ、携帯電話網、衛星回
線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコ
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ードが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形
態でも実現され得る。
【００７２】
　管理システム１０が通信ネットワークと接続可能に構成されている場合、測定手段１に
より出力された測定データは、通信ネットワークを介して送信されて例えばサーバ上等に
ある記憶手段５に記憶させるように構成することもできる。また、取得手段２及び推定・
診断手段３も通信ネットワークを介して記憶手段５（及び測定手段１）と繋がっていてよ
い。また、異なる場所にある植物を測定するための複数の測定手段１が、通信ネットワー
クを介して共通の記憶手段５と繋がっており、異なる場所における植物の収穫時バイオマ
ス量を最適化できるように包括管理可能な構成することもできる。
【００７３】
　〔３．〕
　本発明にかかる方法（１）は、植物中の脂肪酸の含有量を測定する測定工程、測定した
全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合を取得する取得工程、取得したリノレン酸の割合に
基づいて、植物の収穫時バイオマス量を推定する推定工程を含む、植物の収穫時バイオマ
ス量の管理方法である。
本発明にかかる方法（２）は、方法（１）において、前記測定工程が、植物の花芽形成の
時期又はそれ以前に行われるものである。
本発明にかかる方法（３）は、上記方法（１）又は（２）において、収穫時バイオマス量
が管理される植物の生育が、前記測定工程の前後にわたって維持されているものである。
本発明にかかる方法（４）は、上記方法（１）から（３）の何れかにおいて、前記測定工
程が、非破壊にて行われるものである。
本発明にかかる方法（５）は、上記方法（１）から（４）の何れかにおいて、前記測定工
程が、前記植物からの反射光または透過光に含まれる近赤外光を分光学的手法で分析する
ことにより行われるものである。
本発明にかかる方法（６）は、上記方法（１）から（５）の何れかにおいて、前記推定工
程で推定した収穫時バイオマス量に基づいて、植物の収穫時バイオマス量を目標値に近づ
けるための処置を行う、バイオマス量の調整工程をさらに含むものである。
本発明にかかる方法（７）は、上記方法（６）において、前記調整工程は、バイオマス量
の調節剤を植物に供給することによって行うものである。
本発明にかかる方法（８）は、上記方法（７）において、前記調節剤がグルタチオンを含
むものである。
本発明にかかる方法（９）は、上記方法（１）から（８）の何れかにおいて、前記収穫時
バイオマス量は、植物の総結実量（重量）、又は、収穫時における植物の地上部総バイオ
マス量（重量）である。
また、本発明にかかるシステム（１）は、植物中の脂肪酸の含有量を測定するための測定
手段と、測定した全脂肪酸に対するリノレン酸の割合を取得する取得手段と、算出したリ
ノレン酸の割合に基づいて、植物の収穫時バイオマス量を推定する推定手段とを備えてい
る、植物の収穫時バイオマス量を管理するシステムである。
本発明にかかるシステム（２）は、上記システム（１）において、推定手段により推定さ
れた植物の収穫時バイオマス量に基づいて、植物の収穫時バイオマス量を目標値に近づけ
るための処置を診断する診断手段をさらに備えているものである。
【実施例】
【００７４】
　以下に参考例、及び実施例を挙げて本発明をより具体的に説明をするが、本発明はこれ
らのみに限定されるものではない。
【００７５】
　〔参考例１〕水の吸収スペクトルの影響を受けない領域の同定
　予備実験として、水の近赤外光吸収スペクトル及びその二次微分波形の解析を行った。
測定は近赤外分光計AOTF-NIR Spectrometer Model:C （Infrared Fiber Systems, Inc., 
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USA）を用いて、以下の計測条件で測定スポットからの反射光を測定した。
計測条件は、以下、
・波長範囲（Wavelength）：１．３００μｍ～２．５００μｍ
・計測間隔（Measurement slit width）：１ｎｍ
・走査回数（Scan times）:２５回
・計測時間（Time）：１２秒
に示す通りである。
【００７６】
　続いて、得られた近赤外光の吸光スペクトラムを、波形解析ソフトウェア32/AI(Gram社
)によって二次微分処理を行い、図２に示す波長―吸光強度の関係を示すグラフを得た。
なお、二次微分処理は、Savitzky-Golay法により行い、上記ソフトウェアにおいて関数の
設定をDerivative 2nd、Degree　２、Points　２３として行った。
【００７７】
　図２に示すように、波長１．２５０μｍ以上で２．５００μｍ以下の範囲内のうちの５
箇所（領域Ａ・Ｂ間、領域Ｂ・Ｃ間、領域Ｃ・Ｄ間、領域Ｄ・Ｅ間、領域Ｅより長波長領
域）は水による吸光ピークと重なるため、それ以外の領域Ａ～Ｅを主に脂肪酸含有量の解
析に用いることとした。この５箇所の領域Ａ～Ｅは、水による吸収の影響が実質的にない
領域である。よって、領域Ａ～Ｅの任意の領域又は全領域の何れを用いても、水による吸
収の影響を受けることなく脂肪酸含有量の解析を行うこともできる。
【００７８】
　〔参考例２〕リノレン酸の吸収スペクトルの二次微分解析
　上記参考例１と同様の方法を用いてリノレン酸の標準試料（Aldrich社 USA, Code No.8
5,601-0）の近赤外光吸収スペクトルを取得し、次いで、当該吸収スペクトルの二次微分
波形を波形解析ソフトウェア32/AI(Gram社)によって計算した。図３に示すように、波長
１．２５０μｍ以上で２．４００μｍ以下の範囲内に、リノレン酸に特徴的なピークを少
なくとも１０カ所で見出すことができた。具体的には、波長が１．３５０μｍ以上で１．
４２０μｍ以下の範囲内、１．６９０μｍ以上で１．７４０μｍ以下の範囲内、１．７５
０μｍ以上で１．７６０μｍ以下の範囲内、１．９１０μｍ以上で１．９２０μｍ以下の
範囲内、１．９４０μｍ以上で１．９５０μｍ以下の範囲内、２．１５０μｍ以上で２．
１８０μｍ以下の範囲内、２．１９０μｍ以上で２．２２０μｍ以下の範囲内、２．２９
０μｍ以上で２．３１０μｍ以下の範囲内、２．３３０μｍ以上で２．３５０μｍ以下の
範囲内、及び２．３７０μｍ以上で２．４００μｍ以下の範囲内のそれぞれに存在するピ
ークである。このうち、参考例１で挙げた、水の吸収による影響の受けない波長域に含ま
れる吸光ピークは、１．６９０μｍ以上で１．７４０μｍ以下の範囲内、２．１５０μｍ
以上で２．１８０μｍ以下の範囲内、２．１９０μｍ以上で２．２２０μｍ以下の範囲内
、２．２９０μｍ以上で２．３１０μｍ以下の範囲内、及び２．３３０μｍ以上で２．３
５０μｍ以下の範囲内のそれぞれに存在するピークである。なお、図３には、参考として
、水の吸収スペクトルの二次微分波形（図中で黒塗り）も示している。
【００７９】
　〔参考例３〕　ミカン樹葉における、リノレン酸の近赤外分光による非破壊測定
　植物材料として、温州ミカン（Citrus unshiu）を用い非破壊で脂肪酸含有量の測定を
行った。温州ミカンは、和歌山県有田郡（和歌山県農林水産総合技術センター内）のミカ
ン畑で栽培されている立木であり、２００９年７月１日に上記参考例１と同様の方法によ
り、AOTF-NIR Spectrometer Model:C（Infrared Fiber Systems, Inc., USA）を用いて脂
肪酸含有量の測定に供した。
計測条件は、以下、
・波長範囲（Wavelength）：１．２５μｍ～２．５μｍ
・計測間隔（Measurement slit width）：１ｎｍ
・走査回数（Scan times）:２５回
・計測時間（Time）：１０秒
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に示す通りである。
【００８０】
　葉は切り取らずに、枝についたままで、葉の透過光の測定を行った。一枚の葉で計測点
を変え、３分以内に１０点を計測した。１０本の原スペクトルを図４に示す。得られた近
赤外光の吸光スペクトラムの中からひとつを選び、波形解析ソフトウェア32/AI(Gram社)
によって二次微分処理を行い、図５に示す波長―吸光強度の関係を示すグラフを得た。な
お、二次微分処理は、Savitzky-Golay法により行い、上記ソフトウェアにおいて関数の設
定をDerivative 2nd、Degree　２、Points　２７として行った。水の干渉を受けない波長
帯をＡ，Ｂ，Ｃで示した。図６は二次微分した結果がマイナス値を示す場所を抜き出して
いる。Ｋ１～Ｋ９で示す９つのピークは、脂肪酸由来のものである。これらの帰属波長は
K1(1.294μｍ)、K2(1.712μｍ)、K3(1.728μｍ)、K4(2.061μｍ)、K5(2.175μｍ)、K6(2.
270μｍ)、K7(2.308μｍ)、K8(2.342μｍ)、K9(2.376μｍ) であった。これら９つのピー
クには植物中の主要な脂肪酸（リノレン酸、リノール酸、オレイン酸、パルミチン酸等）
が含まれている。このうち、K1、K3、K4、K6、K7、K8、K9はリノール酸、オレイン酸、パ
ルミチン酸等と重複するピークなのでリノレン酸含有量の測定には使用できない。一方、
K2、K5は他の脂肪酸と重複しないリノレン酸固有のピークである。K2又はK5のピークが検
出可能であることから、植物の生葉においても、リノレン酸含有量を割り出すことが可能
であることが示された。
【００８１】
　リノレン酸の吸光スペクトルが帰属する波長領域の決定はリノレン酸試薬（Aldrich社 
USA, Code No.85,601-0）の計測に拠って行った。リノレン酸の他に植物が含む脂肪酸と
して、リノール酸、オレイン酸、パルミチン酸などがあり、これ等についても同様に試薬
の計測を行った（リノール酸（Aldrich社 USA Code No. 85,776-9）、オレイン酸（Aldri
ch社 USA Code No. 49,043-1）、パルミチン酸（Aldrich社 USA Code No. 48,961-1））
［データは示していない］。これらの結果、K2およびK5は、他の脂肪酸の吸光ピークと重
畳しないリノレン酸固有の吸光ピークであることが明らかとなった。
【００８２】
　〔参考例４〕　シロイヌナズナのリノレン酸欠乏株、リノレン酸過剰株、及び野生株の
非破壊測定
　シロイヌナズナのリノレン酸生合成経路に関わる遺伝子であるＦＡＤ３、ＦＡＤ７、Ｆ
ＡＤ８の全てを欠失した三重変異体(ｆａｄ３, ｆａｄ７, ｆａｄ８／リノレン酸欠乏株)
、ＦＡＤ７及びＦＡＤ８を欠失した二重変異体(ｆａｄ７, ｆａｄ８／リノレン酸欠乏株)
、ＦＡＤ３過剰発現体（３５Ｓ－ＦＡＤ３／リノレン酸過剰株）、及び野生株（Col 野生
型）に含まれるリノレン酸含有量についてガスクロマトグラフィーにより計測をおこなっ
た。なお、リノレン酸欠乏株（三重変異体）、及びリノレン酸過剰株は、特許文献１（日
本国特許　特許第４０９５１１２号）に記載したものと同一であり、リノレン酸欠乏株（
二重変異体）は参考文献(Plant Physiology 106, 1609-1614, 1994)に記載のある植物と
同一である。
【００８３】
　使用したシロイヌナズナの各株は、光強度が約１００μＥ・ｍ－２・Ｓ－１で明暗を１
６時間・８時間のサイクル、２２℃の管理環境下で栽培をし、栽培４週目（花芽形成が進
行している時期）にあたる２００８年５月２３日に地上部（主に葉身）を測定に供した。
【００８４】
　また、リノレン酸量の非破壊分析法として、参考例１と同様にして、シロイヌナズナの
葉にAOTF-NIR Spectrometer Model:Cを接触させ、吸光スペクトルを得て、波形解析ソフ
トウェア32/AI(Gram社)によって二次微分解析を行った。測定条件は以下に示す。
・波長範囲（Wavelength）：１．３μｍ～２．５μｍ
・計測間隔（Measurement slit width）：１ｎｍ
・走査回数（Scan times）:平均２５回
・計測時間（Time）：１２秒
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スムージング係数を79, 11、ポイント数を17, 19, 23に設定し、そこから得た二次微分波
形について、上記参考例等に記載の方法でリノレン酸量、及び植物中の全脂肪酸量の解析
を行った。
【００８５】
　図７は、上記ガスクロマトグラフィー解析の結果得られた、シロイヌナズナの各株にお
ける、全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合を示している。この結果は、吸光スペクトル
解析による非破壊分析法を用いた全脂肪酸のリノレン酸の測定結果（図１３）と同様の傾
向を示していた。なお、図１３中のＡは上記三重変異体、Ｂは上記ＦＡＤ３過剰発現体、
Ｃは上記野生株から得た吸収スペクトルの二次微分波形である。二次微分波形から、リノ
レン酸に関連するピークがリノレン酸量に応じて変化していることが認められた。変化す
るピーク波長の例としては、１．３９６μｍ、１．７８３μｍ、１．９０６μｍが挙げら
れる。
【００８６】
　〔参考例５〕：針葉樹樹葉におけるリノレン酸の非破壊測定
　異なる３種の針葉樹の樹葉について解析を行った。測定に供した３種は、アカエゾマツ
(Picea glehnii)、グイマツ（Larix gmelinii）、カラマツ（Larix kaempferi）であり、
すべて北海道立林業試験場内（北海道美唄市）で栽培されている樹木である。測定は２０
０８年６月８日に行い、リノレン酸量の非破壊分析法として、参照例１と同様の近赤外分
光法を用い、樹葉にAOTF-NIR Spectrometer Model:Cを接触させて波長２．６００μｍま
での近赤外光領域の反射光を分析した。図８は、得られた吸収スペクトルを二次微分して
得られた波長－吸光度の関係を示す図であり、波長１．６９０μｍ～１．７５０μｍにつ
いて拡大して示している。図８に示すように、いずれの種においても、帰属波長１.７１
２μｍの吸光ピークが存在しており、リノレン酸が計測できることが示された。また、リ
ノール酸、オレイン酸などの他の脂肪酸についても同様に測定可能なことが分かる。この
ように、本発明の方法を適用すれば、シロイヌナズナ以外の植物（特に針葉樹）において
も、全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合を解析できることが分かった。
【００８７】
　〔実施例１〕　シロイヌナズナのリノレン酸欠乏株、リノレン酸過剰株、及び野生株に
対するグルタチオンの施用
　本参考例では、参考例４で使用したシロイヌナズナの各株について、バイオマス量の計
量と、グルタチオンの施用によるバイオマス量の調整効果の確認とを行った。
【００８８】
　試験に供されたシロイヌナズナの各株はポットに３個体ずつ植えられ、光強度が約１０
０μＥ・ｍ－２・Ｓ－１で明暗を１６時間・８時間のサイクル、２２℃の管理環境下で、
播種後から種子を結実させるまでの期間（約２ヶ月半～３ヶ月）、栽培をした。また、コ
ントロールを除き、各種グルタチオン（ＧＳＨの２ｍＭ水溶液、又はＧＳＳＧの１ｍＭ水
溶液）を、播種後１週目から５週目まで週に１回（合計５回）、シロイヌナズナ３個体あ
たり毎回２５ｍＬ施用した。
【００８９】
　最終的に得られたシロイヌナズナは地上部を収穫し、湿度５％、温度２０℃の乾燥庫中
で５日以上乾燥させた。次いで、十分な乾燥を行った後、各ポットあたりの地上部総バイ
オマス量（地上部全体の乾燥重量）、及び種子収量（収穫された種子の乾燥重量）を計量
した。なお、リノレン酸欠乏株（三重変異体）に関しては、地上部総バイオマス量のみを
計量した。
【００９０】
　結果を図９に示し、図９中のリノレン酸比（％）とは、参考例４の分析結果に対応する
。図９に示すように、全脂肪酸に対するリノレン酸比の高低に関らず、グルタチオンが施
用された株は、コントロールと比較して、バイオマス量が顕著に増大することが示された
。また、リノレン酸比（％）が高いほど地上部総バイオマス量及び種子収量が少なくなる
ことから、リノレン酸比に基づいて収穫時バイオマス量の推定が可能であることが裏付け
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られた。
【００９１】
　〔実施例２〕　ミカンにおける、リノレン酸の含有割合と着花数との関係
　植物材料として、３個体の温州ミカン（Citrus unshiu：品種名　宮川早生）を用いて
、リノレン酸の含有割合と着花数との関係を調べた。温州ミカンは、ミカン畑で栽培され
ている立木であり、２００９年９月１０日、１０月９日、１１月９日、及び１２月９日に
、１年目の枝から葉を採取し、ガスクロマトグラフィーによって、葉中に含まれる全脂肪
酸量及びリノレン酸量を測定し、全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合を算出した。また
、これら３個体の温州ミカンについて、２０１０年５月２６日に、着花数を目視によりカ
ウントした。図１０は、全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合と、１００節当りの着花総
数及び有葉花数との関係を示している。
【００９２】
　図１０に示すように、全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合が低いほど、着花総数及び
有葉花数が何れも増加する傾向が見られた。なお、有葉花は、充実した果実となることが
知られているので、とりわけ有葉花数が増加することは収穫時バイオマス量が増加するこ
とを意味する。なお、ミカンにおいて、一般的に、９月～１０月は花芽形成の初期段階に
相当し、１１月～１２月にかけても花芽形成は継続している。
【００９３】
　〔実施例３〕　マツにおける、リノレン酸の含有割合と結実球果量との関係
　植物材料として、複数個体のグイマツを用いて、リノレン酸の含有割合と結実球果量と
の関係を調べた。グイマツは、北海道立総合研究機構林業試験場美唄本場内にある立木で
あり、結実球果の観測年の２年前の８月～１０月にかけて各月１回ずつ、１～３年生枝（
主には１年生枝）から葉を採取し、ガスクロマトグラフィーによって、葉中に含まれる全
脂肪酸量及びリノレン酸量を測定し、全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合を算出した。
【００９４】
　また、これらのグイマツについて、翌年の５月に、花芽決定遺伝子ＬＦＹの発現量を測
定し、全ての測定値が０～１．８の範囲内に収まるように相対的発現量に換算した。そし
て、花芽決定遺伝子ＬＦＹの発現量の測定のさらに翌年に、グイマツの結実球果量（個数
）を目視によりカウントした。図１１は、８月～１０月にかけて測定した全脂肪酸に対す
るリノレン酸比（％）と、その翌年の花芽決定遺伝子ＬＦＹの発現量との関係を示し、各
プロットはグイマツ１個体に対応している。
【００９５】
　図１１に示すように、全脂肪酸に対するリノレン酸の割合が高くなる程、翌年の花芽決
定遺伝子ＬＦＹの相対的発現量が大きくなり、その結果、収穫時バイオマス量（結実球果
の個数及び合計重量）が増加するという顕著な傾向が見られた。なお、同図中には示して
いないが、花芽決定遺伝子ＬＦＹの相対的発現量とその翌年の結実球果の個数とは極めて
よい正の相関を示し、また、試験に供したグイマツの個体間での結実球果１個の平均重量
のバラつきは統計的にほぼ無視できる程度であった。
【００９６】
　〔実施例４〕　マツにおける、リノレン酸の含有割合と、雄花／雌花割合との関係
　植物材料として、複数個体のグイマツを用いて、リノレン酸の含有割合と雄花／雌花割
合との関係を調べた。グイマツは、互いに近接して植生された立木を対象としており、各
個体から葉を採取し、ガスクロマトグラフィーによって、葉中に含まれる全脂肪酸量及び
リノレン酸量を測定し、全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合を算出した。
【００９７】
　また、全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合を算出した翌年の各個体の開花を目視にて
カウントし、雄花／雌花の割合（mf_ratio）を求めた。図１２は、全脂肪酸量に対するリ
ノレン酸の割合（％）と、雄花／雌花の割合との関係を示し、各プロットはグイマツ１個
体に対応している。なお、同図中のＡ系（Ａ－１～Ａ－３：３つの試験群）、Ｂ系（Ｂ－
１～Ｂ－３：３つの試験群）、及びＣ系（Ｃ－４～Ｃ－５：２つの試験群）は互いに異な
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るクローンを示し、Ａ系は比較的着果しやすいクローンとして、Ｂ系は結実がかなり制限
されたクローンとして選択したものである。
【００９８】
　雄花／雌花の割合は、結実球果量に相関する指標であるが、図１２に示すように、全脂
肪酸量に対するリノレン酸の割合ともよく相関していることが示された。なお、同様の測
定を複数回行い、得られた測定結果を重回帰分析した場合には、相関係数は０．７～０．
９程度以上と非常に高かった。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明によれば、植物の収穫時バイオマス量を事前に把握して管理する方法、及び管理
するシステムが提供される。
【符号の説明】
【０１００】
　１　　測定手段
　２　　取得手段
　３　　推定・診断手段
　４　　表示手段
　５　　記憶手段
　６　　コンピュータ
　１０　管理システム

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年6月3日(2014.6.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植物中の脂肪酸の含有量を測定する測定工程、
　測定した全脂肪酸量に対するリノレン酸の割合を取得する取得工程、
　取得したリノレン酸の割合を基準値と比較して、植物の収穫時バイオマス量を推定する
推定工程を含み、上記基準値は、上記植物と同種の植物（基準植物）における全脂肪酸量
に対するリノレン酸の割合と収穫時バイオマス量の実測値との関係を複数組セットにした
ものである、植物の収穫時バイオマス量の管理方法。
【請求項２】
　前記測定工程が、植物の花芽形成の時期又はそれ以前に行われる請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　収穫時バイオマス量が管理される植物の生育が、前記測定工程の前後にわたって維持さ
れている請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記測定工程が、非破壊にて行われる請求項１から３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記測定工程が、前記植物からの反射光または透過光に含まれる近赤外光を分光学的手
法で分析することにより行われる請求項１から４の何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記推定工程で推定した収穫時バイオマス量に基づいて、植物の収穫時バイオマス量を
目標値に近づけるための処置を行う、バイオマス量の調整工程をさらに含んでいる、請求
項１から５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記調整工程は、バイオマス量の調節剤を植物に供給することによって行う請求項６に
記載の方法。
【請求項８】
　前記調節剤がグルタチオンを含む請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記収穫時バイオマス量は、植物の総結実量、又は、収穫時における植物の地上部総バ
イオマス量である請求項１から８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　植物中の脂肪酸の含有量を測定するための測定手段と、
　測定した全脂肪酸に対するリノレン酸の割合を取得する取得手段と、
　取得したリノレン酸の割合を基準値と比較して、植物の収穫時バイオマス量を推定する
推定手段とを備え、上記基準値は、上記植物と同種の植物（基準植物）における全脂肪酸
量に対するリノレン酸の割合と収穫時バイオマス量の実測値との関係を複数組セットにし
たものである、植物の収穫時バイオマス量を管理するシステム。
【請求項１１】
　推定手段により推定された植物の収穫時バイオマス量に基づいて、植物の収穫時バイオ
マス量を目標値に近づけるための処置を診断する診断手段をさらに備えている、請求項１
０に記載のシステム。



(24) JP WO2013/065697 A1 2013.5.10

10

20

30

40

【国際調査報告】



(25) JP WO2013/065697 A1 2013.5.10

10

20

30

40



(26) JP WO2013/065697 A1 2013.5.10

10

20

30

40



(27) JP WO2013/065697 A1 2013.5.10

10

20

30

40



(28) JP WO2013/065697 A1 2013.5.10

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,
US,UZ,VC

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

